
市 議 会 だ よ り

今
定
例
会
に
は
、
一
般
会
計
補
正

予
算
一
件
、
特
別
会
計
補
正
予
算
八

件
が
提
案
さ
れ
、
原
案
ど
お
り
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
平
成
十
七
年
度
本

市
予
算
の
総
額
は
、
一
般
会
計
八
百

七
十
四
億
六
千
九
百
十
四
万
八
千
円
、

特
別
会
計
八
百
二
十
二
億
二
千
百
五

十
四
万
五
千
円
、
合
計
一
千
六
百
九

十
六
億
九
千
六
十
九
万
三
千
円
と
な

り
ま
し
た
。

▽
　
平
成
十
七
年
度
川
越
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
四
号
）

│
原
案
可
決
│

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
十
四
億
四
千
三
十
万

六
千
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
予
算

の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
八
百
七
十
四
億

六
千
九
百
十
四
万
八
千
円
と
し
た
も

の
で
す
。

こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
歳
入

に
つ
い
て
は
、
歳
出
補
正
の
確
定
に

伴
う
財
政
調
整
基
金
繰
入
金
等
の
減

額
分
等
を
計
上
し
、
歳
出
に
つ
い
て

は
、
事
業
の
精
算
等
に
伴
う
減
額
分
、

国
の
補
正
予
算
に
併
せ
小
・
中
学
校

の
大
規
模
改
造
事
業
を
実
施
す
る
こ

と
に
伴
う
増
額
分
等
を
計
上
し
た
も

の
で
す
。
併
せ
て
、
継
続
費
の
補
正

に
つ
い
て
は
、
新
清
掃
セ
ン
タ
ー
建

設
事
業
の
総
額
及
び
平
成
十
八
年
度

以
降
の
年
割
額
を
、
月
越
小
学
校
改

築
事
業
は
総
額
及
び
平
成
十
八
年
度

の
年
割
額
を
、
仮
称
高
階
地
区
公
共

施
設
建
設
事
業
は
事
業
期
間
及
び
平

成
十
七
年
度
以
降
の
年
割
額
を
、
そ

れ
ぞ
れ
変
更
し
た
も
の
で
す
。
ま
た
、

繰
越
明
許
費
に
つ
い
て
は
、
民
間
保

育
所
建
設
費
補
助
事
業
ほ
か
七
事
業

に
つ
い
て
、
年
度
内
の
事
業
の
完
了

が
見
込
め
な
い
た
め
、
明
許
繰
越
し

た
も
の
で
す
。
さ
ら
に
、
地
方
債
の

補
正
に
つ
い
て
は
、
民
間
保
育
施
設

整
備
事
業
ほ
か
一
事
業
に
係
る
地
方

債
を
追
加
し
、
南
古
谷
駅
バ
リ
ア
フ

リ
ー
化
整
備
事
業
ほ
か
十
六
事
業
に

つ
い
て
、
起
債
対
象
事
業
費
の
確
定

に
伴
い
、
地
方
債
の
限
度
額
を
変
更

し
た
も
の
で
す
。

▽
　
平
成
十
七
年
度
川
越
市
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
二
号
）

│
原
案
可
決
│

施
設
勘
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
千
九
百
五
十
八

万
五
千
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
三
億
三
百
八

十
一
万
五
千
円
と
し
、
施
設
勘
定
と

事
業
勘
定
を
合
わ
せ
た
国
民
健
康
保

険
事
業
特
別
会
計
予
算
の
総
額
は
二

百
七
十
億
一
千
四
百
二
十
二
万
二
千

円
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
精
算

に
伴
う
も
の
で
す
。

▽
　
平
成
十
七
年
度
川
越
市
老
人
保

健
医
療
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
二
号
）

│
原
案
可
決
│

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ
れ
ぞ

れ
一
億
六
千
六
十
八
万
七
千
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ

れ
ぞ
れ
二
百
六
億
五
千
百
四
十
七
万

一
千
円
と
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
医
療

費
の
増
加
に
伴
う
追
加
所
要
額
を
計

上
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
平
成
十
七
年
度
川
越
市
休
日
急

患
・
小
児
夜
間
診
療
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

│
原
案
可
決
│

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
七
十
七
万
一
千
円
を
減
額
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ

六
千
二
百
五
十
三
万
九
千
円
と
し
た

も
の
で
す
。

こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
精
算

に
伴
う
も
の
で
す
。

▽
　
平
成
十
七
年
度
川
越
市
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

二
号
）

│
原
案
可
決
│

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ
れ
ぞ

れ
二
千
三
百
八
十
七
万
九
千
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ

れ
ぞ
れ
百
一
億
九
十
四
万
六
千
円
と

し
た
も
の
で
す
。

こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
介
護

保
険
保
険
給
付
費
準
備
基
金
へ
の
積

立
て
に
伴
う
追
加
所
要
額
を
計
上
し

た
も
の
で
す
。

▽
　
平
成
十
七
年
度
川
越
市
農
業
集

落
排
水
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
二
号
）

│
原
案
可
決
│

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
六
百
五
十
一
万
円
を
減
額
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ

一
億
八
千
四
百
六
十
六
万
八
千
円
と

し
た
も
の
で
す
。

こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
精
算

等
に
伴
う
も
の
で
す
。
併
せ
て
、
地

方
債
の
補
正
に
つ
い
て
は
、
起
債
対
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補
正
予
算

九
件
を
可
決

正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ

い
て
　
　
　
　
　
│
原
案
可
決
│

▽
　
川
越
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め

る
こ
と
に
つ
い
て

│
原
案
可
決
│

地
方
税
法
の
一
部
改
正
等
に
伴
い
、

条
例
の
一
部
を
改
正
し
た
も
の
で
す
。

主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、「
川
越
市
税
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と

に
つ
い
て
」
を
四
月
一
日
に
施
行
す

る
た
め
、
三
月
三
十
一
日
に
市
長
が

専
決
処
分
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
議

会
の
承
認
を
求
め
た
も
の
で
、
固
定

資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
お
い
て
、

土
地
に
係
る
税
負
担
調
整
措
置
を
見

直
し
、
課
税
標
準
額
の
算
定
方
法
を

改
正
し
た
ほ
か
、
地
方
税
法
等
の
改

正
に
伴
う
規
定
の
整
備
を
し
た
も
の

で
す
。

川
越
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て
は
、
個
人
市
民
税

は
、
均
等
割
及
び
所
得
割
の
非
課

税
限
度
額
の
引
き
下
げ
、
三
段
階

に
分
か
れ
て
い
た
所
得
割
の
累
進

税
率
の
一
律
六
％
へ
の
改
正
、
定

率
減
税
の
廃
止
を
し
、
固
定
資
産

税
は
、
住
宅
耐
震
改
修
に
伴
う
減

額
措
置
の
創
設
を
し
、
市
た
ば
こ

税
は
、
税
率
の
引
き
上
げ
等
の
措

置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
税
目
に
つ
い
て
、
地
方
税
法

の
改
正
に
伴
う
規
定
の
整
備
を
し

た
も
の
で
す
。

川
越
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て
は
、
平
成
十
八
年
度
及
び
平
成

十
九
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
に

つ
い
て
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日

に
お
い
て
年
齢
六
十
五
歳
以
上
で

あ
っ
た
公
的
年
金
等
受
給
者
の
減

額
措
置
の
判
定
に
あ
た
り
総
所
得

金
額
か
ら
控
除
す
る
額
を
、
平
成

十
八
年
度
は
二
十
八
万
円
、
平
成

十
九
年
度
は
二
十
二
万
円
と
し
、

所
得
割
額
の
算
定
に
あ
た
り
総
所

得
金
額
か
ら
控
除
す
る
額
を
、
平

成
十
八
年
度
は
十
三
万
円
、
平
成

十
九
年
度
は
七
万
円
と
し
た
も
の

で
す
。
ま
た
、
条
約
適
用
利
子
等

に
係
る
利
子
所
得
等
及
び
条
約
適

用
配
当
等
に
係
る
配
当
所
得
に
つ

い
て
、
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額

措
置
の
判
定
基
準
及
び
所
得
割
額

の
算
定
基
礎
で
あ
る
総
所
得
金
額

に
加
え
る
課
税
の
特
例
を
定
め
、

平
成
十
九
年
度
か
ら
適
用
す
る
と

し
た
も
の
で
す
。

市
議
会
臨
時
会
か
ら

専
決
処
分
の
承
認

条
例
の
一
部
改
正
の

四
件
を
審
議

平
成
十
八
年
川
越
市
議
会
第
二

回
臨
時
会
は
、
四
月
十
三
日
開
会

さ
れ
、
議
案
四
件
を
審
議
し
、
同

日
閉
会
い
た
し
ま
し
た
。

▽
　
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
　
　
│
承
認
│

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損

害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の

一
部
改
正
に
伴
う
「
非
常
勤
消
防

団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ

と
に
つ
い
て
」
を
四
月
一
日
に
施

行
す
る
た
め
、
議
会
を
招
集
す
る

い
と
ま
が
な
い
の
で
、
三
月
三
十

一
日
に
市
長
が
専
決
処
分
し
た
こ

と
に
対
し
て
、
議
会
の
承
認
を
求

め
た
も
の
で
す
。

改
正
の
内
容
は
、
非
常
勤
消
防

団
員
、
非
常
勤
水
防
団
員
及
び
消

防
作
業
従
事
者
等
の
補
償
基
礎
額

を
引
き
下
げ
た
も
の
で
す
。

▽
　
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て

│
承
認
│

▽
　
川
越
市
税
条
例
の
一
部
を
改



▽
　
平
成
十
六
年
度
川
越
市
一
般
会

計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

な
ど
十
三
決
算

―
認
定
―

平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日
開
会

の
市
議
会
第
五
回
定
例
会
に
お
い
て
、

継
続
審
査
と
な
っ
て
い
た
平
成
十
六

年
度
川
越
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決

算
認
定
に
つ
い
て
な
ど
十
一
決
算
及

び
、
平
成
十
六
年
度
川
越
市
水
道
事

業
会
計
決
算
認
定
に
つ
い
て
並
び
に

平
成
十
六
年
度
川
越
市
公
共
下
水
道

事
業
会
計
決
算
認
定
に
つ
い
て
は
、

閉
会
中
に
付
託
さ
れ
た
特
別
委
員
会

で
三
日
間
に
わ
た
り
審
査
い
た
し
ま

し
た
。
今
定
例
会
第
一
日
（
二
月
二

十
七
日
）
に
そ
の
審
査
の
経
過
と
結

果
に
つ
い
て
委
員
長
報
告
が
行
わ
れ
、

審
議
の
結
果
、
各
決
算
は
認
定
さ
れ

ま
し
た
。

▽
　
彩
の
国
さ
い
た
ま
人
づ
く
り
広

域
連
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団

体
の
数
の
減
少
に
つ
い
て

│
原
案
可
決
│

平
成
十
七
年
十
月
一
日
に
新
た
な

熊
谷
市
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
等
、
同

日
か
ら
平
成
十
八
年
二
月
一
日
に
か

け
て
、
十
件
の
市
町
村
合
併
が
行
わ

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
彩
の
国
さ
い
た

ま
人
づ
く
り
広
域
連
合
を
組
織
す
る

地
方
公
共
団
体
の
数
が
減
少
し
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
協
議
す
る
た
め
、

議
会
の
議
決
を
求
め
た
も
の
で
す
。

▽
　
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律

第
十
二
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る

選
任
委
員
の
推
薦
に
つ
い
て

農
業
委
員
会
委
員
に
欠
員
が
生
じ

た
た
め
、
市
議
会
推
薦
の
農
業
委
員

会
委
員
一
人
を
選
ぶ
た
め
選
挙
し
た

結
果
、
次
の
議
員
が
被
推
薦
者
と
し

て
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

※
　
　
※
　
　
※

江
　
田
　
　
　
肇
　
議
員
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象
事
業
費
の
確
定
に
伴
い
、
地
方
債

の
限
度
額
を
変
更
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
平
成
十
七
年
度
川
越
市
川
越

都
市
計
画
川
越
駅
西
口
第
二
工

区
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

│
原
案
可
決
│

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
三
千
九
百
四
十
四
万
一
千
円
を

減
額
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

そ
れ
ぞ
れ
三
億
三
千
三
百
十
五
万
九

千
円
と
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
精
算

に
伴
う
も
の
で
す
。
併
せ
て
、
地
方

債
の
補
正
に
つ
い
て
は
、
起
債
対
象

事
業
費
の
確
定
に
伴
い
、
地
方
債
の

限
度
額
を
変
更
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
平
成
十
七
年
度
川
越
市
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）

│
原
案
可
決
│

収
益
的
収
入
か
ら
一
千
七
百
万
円

を
、
収
益
的
支
出
か
ら
六
千
七
百
二

十
一
万
三
千
円
を
、
資
本
的
収
入
か

ら
三
億
七
千
八
百
万
円
を
、
資
本
的

支
出
か
ら
六
億
四
千
四
百
九
十
二
万

九
千
円
を
そ
れ
ぞ
れ
減
額
し
、
水
道

事
業
会
計
予
算
の
総
額
を
九
十
二
億

一
千
七
十
三
万
四
千
円
と
し
た
も
の

で
す
。

こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
諸
事

業
の
精
算
等
に
伴
う
も
の
で
す
。
併

せ
て
、
業
務
の
予
定
量
、
継
続
費
及

び
企
業
債
の
限
度
額
を
変
更
し
た
も

の
で
す
。

▽
　
平
成
十
七
年
度
川
越
市
公
共
下

水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
二

号
）

│
原
案
可
決
│

収
益
的
収
入
か
ら
四
千
三
百
七
十

二
万
円
を
、
収
益
的
支
出
か
ら
七
千

三
百
五
十
九
万
四
千
円
を
、
資
本
的

収
入
か
ら
六
千
二
十
万
円
を
、
資
本

的
支
出
か
ら
九
千
四
百
万
円
を
そ
れ

ぞ
れ
減
額
し
、
公
共
下
水
道
事
業
会

計
予
算
の
総
額
を
百
十
一
億
八
千
九

百
十
五
万
六
千
円
と
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
諸
事

業
の
精
算
等
に
伴
う
も
の
で
す
。
併

せ
て
、
業
務
の
予
定
量
、
企
業
債
の

限
度
額
及
び
他
会
計
か
ら
の
補
助
金

を
変
更
し
た
も
の
で
す
。

平
成
十
六
年
度
決
算
十
三
件
を
認
定

町
の
区
域
を
変
更

▽
　
町
の
区
域
を
変
更
す
る
こ
と
に

つ
い
て
（
土
地
区
画
整
理
等
）

│
原
案
可
決
│

川
越
都
市
計
画
川
越
駅
西
口
土
地

区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分
等
に
伴

い
、
住
民
の
利
便
性
の
向
上
及
び
行

政
執
行
の
合
理
化
を
図
れ
る
こ
と
か

ら
、
新
宿
町
一
丁
目
、
旭
町
一
丁
目

及
び
脇
田
本
町
の
町
の
区
域
を
変
更

し
よ
う
と
し
た
も
の
で
す
。

変
更
に
係
る
町
ご
と
の
面
積
は
新

宿
町
一
丁
目
が
変
更
前
十
八
万
一
千

八
百
三
・
〇
四
2ｍ
に
対
し
四
千
八
百

十
九
・
六
三
2ｍ
増
加
し
、
旭
町
一
丁

目
が
変
更
前
十
六
万
四
千
二
百
六
十

五
・
〇
六
2ｍ
に
対
し
二
千
五
百
六
十

七
・
二
二
2ｍ
、
脇
田
本
町
が
変
更
前

二
十
四
万
五
千
四
百
三
十
五
・
三
五

2ｍ
に
対
し
二
千
二
百
五
十
二
・
四
一

2ｍ
そ
れ
ぞ
れ
減
少
す
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。

効
力
の
発
生
の
時
期
は
、
平
成
十

九
年
二
月
頃
で
す
。

彩の国さいたま

人づくり広域連合

農
業
委
員
会
委
員
を

推
　
薦

次
の
方
を
選
任
す
る
こ
と
に
同
意

い
た
し
ま
し
た
。

（
敬
称
略
）

川
越
市
大
字
笠
幡九

百
三
十
三
番
地

大
　
室
　
圭
　
史

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

委
　
員

地域振興ふれあい拠点施設

建設にかかわる川越駅西口

周辺整備対策特別委員会

地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
建

設
に
か
か
わ
る
川
越
駅
西
口
周
辺
整

備
対
策
特
別
委
員
会
は
、
平
成
十
七

年
十
一
月
三
十
日
開
会
の
市
議
会
第

五
回
定
例
会
閉
会
後
、
継
続
審
査
と

な
っ
て
い
た
付
議
事
件
に
つ
い
て
、

二
月
二
日
に
審
査
い
た
し
ま
し
た
。

今
定
例
会
第
一
日
（
二
月
二
十
七
日
）

に
、
そ
の
審
査
の
経
過
と
結
果
に
つ

い
て
委
員
長
報
告
が
行
わ
れ
、
審
議

の
結
果
、「
継
続
審
査
」
と
す
る
こ
と

に
決
定
い
た
し
ま
し
た

▽
　
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設

建
設
に
か
か
わ
る
川
越
駅
西
口
周

辺
整
備
対
策
特
別
委
員
会
委
員
の

選
任
に
つ
い
て

地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
建

設
に
か
か
わ
る
川
越
駅
西
口
周
辺
整

備
対
策
特
別
委
員
会
委
員
に
一
人
の

欠
員
が
生
じ
た
た
め
、
川
越
市
議
会

委
員
会
条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
議
員
が
選
任
さ
れ
ま

し
た
。

※
　
　
※
　
　
※

川
　
口
　
知
　
子
　
議
員

市
議
会
議
員
山
村
健
仁
氏
は
一

月
二
十
八
日
午
前
三
時
二
十
五
分
、

病
気
療
養
中
の
と
こ
ろ
逝
去
さ
れ

ま
し
た
。

同
氏
は
、
昭
和
四
十
六
年
五
月

に
初
当
選
し
、
八
期
三
十
年
以
上

に
わ
た
り
市
議
会
議
員
を
務
め
ら

れ
ま
し
た
。
こ
の
間
、
文
教
常
任

委
員
会
委
員
長
、
川
越
地
区
消
防

組
合
議
会
議
長
、
農
業
委
員
会
委

員
を
歴
任
、
川
越
市
政
の
進
展
に

尽
力
さ
れ
、
多
く
の
功
績
を
残
さ

れ
ま
し
た
。

同
氏
の
卓
越
し
た
見
識
と
豊
富

な
経
験
は
、
本
市
の
抱
え
る
課
題

を
解
決
す
る
た
め
に
重
要
か
つ
期

待
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、

急
逝
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に

痛
恨
の
極
み
で
あ
り
ま
す
。

心
よ
り
、
ご
冥
福
を
お
祈
り
申

し
上
げ
ま
す
。

山
村
健
仁
議
員

逝
去




